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1　はじめに

モンゴル国は近年急速な経済発展により
首都ウランバートル市を中心に社会インフ
ラの整備や近代的なオフィスビル、外資系
ホテルが林立している。また、2015年には
モンゴル国の人口が 300万人を超えるなど
活況を帯びているといえる。その一方にお
いては、経済発展に伴い、環境汚染問題の
部分も表面化している。例として、冬場の
ウランバートル市内の大気汚染、交通渋滞、
水環境問題、ゲル地区の住環境問題などが
山積しているのが現状である。
筆者はモンゴルの水環境、ウランバート
ル市内の水道の水源地、下水処理場に関す
る研究をするために、モンゴル国を幾度な
く訪問したことがある。
モンゴル国（以下モンゴルと称す）はロ
シアと中国に挟まれた内陸国である。モン
ゴル国内を源流とする河川のうちロシアと
中国内に流れ出る河川が幾つかある。例え
ば、セレンゲ川はモンゴルを代表するオル
ホン川やハラー川、ユルー川、トーラ川な
どの大小河川と合流しながら国内からロシ
アのバイカル湖へと注いでいる。一つの河
川が両国の文化や歴史、慣習など人々の生

活に大きく関わっていることは多くの国際
河川を有する国々では話題となっている。
セレンゲ川においてもモンゴルとロシアに
は幾つかの共通項や懸念などの課題がある。
セレンゲ川を通してバイカル湖の周辺は膨
大な自然豊かな環境地域で人間活動による
影響を比較的受けていないエコシステムを
持っている。しかし、近年バイカル湖にお
いて環境汚染が進行しており、一部のマス
コミではアオミドロの繁殖問題や製紙パル
プ工場による汚染問題、過剰な観光客によ
るごみの不法投棄、排水処理問題等が山積
していると報道している。モンゴルのセレン
ゲ川流域のエコシステムの自然環境の維持
と環境保護はモンゴルだけではなく、ロシ
アにとっても重要な課題である。
筆者は 2018年 8月 22日から 25日の 3泊

4日のバイカル湖調査を行った。モンゴルの
ウランバートル市から飛行機でバイカル湖
の南東約 100kmに位置する人口が約 42万の
ウラン・ウデ市に入り、バイカル湖ではゴ
リァチャンスキー（Goryachinsk）村に滞在
した。短期間での調査では広大なバイカル
湖を把握することは時間的に不可能である。 
本稿は、上記のような環境問題が山積し

ている中で、モンゴルとロシアのバイカル湖
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の環境保全保護活動に向けた取り組みの一
部とモンゴルとロシアの環境保護に関連す
る法律なども含めて紹介する。今回の調査
は、環境社会学、環境政策の視点からバイカ
ル湖の現状の確認と将来のバイカル湖の水・
環境問題研究のためのものであり、論文で
はなく予備的な研究ノートである。ロシアと
モンゴル及びバイカル湖等の環境問題の資
料以上のものではないことをお断りする。

2　 ロシアとモンゴルのバイカル湖環境
保全に向けた活動

2-1　バイカル湖の概要
バイカル湖はロシアのアジア側の中央シ
ベリアの南東部に位置し、隣国モンゴルと
の国境沿いの寒帯針葉林帯（タイガ）の中
に存在している 1）。
バイカル湖の面積は 4万 6000km2で琵琶

湖の約 64倍の広さを有し、流域面積は 55
万 6000km2（日本の 1.5倍）である 2）。
バイカル湖の流入水量の半分はセレンゲ
川 3）（ロシア語はセレンガと称される。モン
ゴル語はセレンゲ。本稿ではセレンゲ川と称
する）である。モンゴルの西部に位置するハ
イガイ山脈を源とするオルホン川（1124㎞）、
トーラ川（704㎞）などの河川と合流して 4）

モンゴル国内の河川の水を集めて国内を北
上しながらロシアのブリヤード共和国のウ
ラン・ウデ市を経てバイカル湖に注いでい
る 5）。また、バイカル湖の北部地域に流入す
るヴェルフアンガラ川やバルグジン川などの
山岳の地域や森林地帯の雪解け水を集積し、
その河川は 336で、年間の流入水の量は約
70km3（700億トン）といわれている 6）。
バイカル湖は「シベリアの真珠」と称さ
れるほど美しく、そして古代湖で「世界で
最も古い湖」「世界一の透明度」「世界一深

い湖」と 3つの世界一を持つ巨大な淡水湖
である 7）。世界の湖沼の 5分の 1を占めると
言われる程豊水で質の高い淡水である 8）。周
辺には動物や魚類、植物など生物多様性に
優れた地域で、1996年には世界自然遺産と
して登録された湖である。
ここでバイカル湖の緒元は『バイカル湖
―古代湖のフィールドサイエンス』9）によれ
ば下記の数値で表している。

バイカル湖の緒元
経　　度 東経　104‒110度
 北緯　51‒56度
南北の長さ 639km
東西の幅 80㎞（最大）、40‒50㎞が多い
湖面の高さ  455.5m（サンクトぺテルブルク

の規準面から）
最大水深 1643m
平均水深 730m
面　　積 4万 6000km2

流域面積 55万 6000km2（日本の 1.5倍）
流域河川 336本
流出河川 アンガラ川 1河川
堆　　積 2.3憶 km3

写真1　清冽なバイカル湖
撮影：筆者　2018年 8月 24日
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2-2　バイカル湖の環境問題
バイカル湖の集水域は隣国のモンゴルの中
北部とロシアの東部ブリヤード共和国が中心
で流域面積は広大である。地質的には酸性岩
を含む花崗岩が多く、水質は良質の軟水で塩
分濃度が低く重炭酸カルシウムである 10）。
モンゴル国内から隣国に流れる河川が 210
もある。その河川からモンゴルの流水の内
60%はロシアと中国に流れ、残りの 40%は
国内の湖沼や河川、地下水の涵養となって
いる 11）。
この関係の中で、モンゴルとロシアの国
家間ではモンゴルの各地の 100河川以上で

越境水協定が 1995年に結ばれている。また、
中国との間においてはボイル湖、ヘルレン
川、ボルガン川、ハルハ川、其の他国境付
近 87の湖沼や河川の越境水源の保護として
1994年に協定が結ばれている 12）。
モンゴルを源とする河川がロシアと中国
に流れており、自然環境保全や安定的な水
量確保には一定の国家間における国際協定
の越境水協定が必要として締結されている。
このような背景の中において、バイカル湖
に注いでいるセレンゲ川にダム建設計画の話
が過去に持ち上がったことがあるが、その時
ロシアは強い懸念を示した経緯がある 13）。
バイカル湖の汚染問題においては『シベ
リアの至宝バイカル湖』14）では下記につい
て指摘され対策が急がれる。
①バイカリ・セルロース工場の廃水と排気
②セレンギンスク・パイプ工場の廃液
③ シベリア鉄道の施設からの廃水と南岸
の町村の下水、廃棄物
④ セべロバイカリスクの工場廃液と北岸
の町村の下水、廃棄物

2-3 バイカル湖の環境保全活動
モンゴルで 2011年から 2015年まで「バ

イカル湖の流域のエコシステム、環境資源の
総合的な管理プロジェクト」が実施されてい
る。同プロジェクトの一環として「バイカル
湖のインターネットインフォメーションセン
ター」が作られている。バイカル湖のインター
ネットインフォメーションセンターのホーム
ページは、2013年までの情報が記載されてい
て、その後は更新されていなかった。「バイ
カル湖の流域のエコシステム、環境資源の総
合的な管理プロジェクト」で財務を担当して
いた職員に確認したところ、「国連開発計画
（UNDP）及び地球環境ファシリティの資金
でコンピューターなどの設備を購入してイン

写真2　夏を楽しむ観光客：バイカル湖
撮影：筆者　2018年 8月 23日

写真3　 ロシア：ウラン・ウデ市内を流れる
セレンゲ川
撮影：筆者　2018年 8月 25日
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フォメーションセンターを作ったが、残念な
がら期待通りに進まず解散された」と話して
いた。そのため、インフォメーションセンター
を訪問することができなかったが、本稿では
まず「バイカル湖の流域のエコシステム、環
境資源の総合的な管理プロジェクト」15）と
「バイカル湖のインターネットインフォメー
ションセンター（The Baikal Basin Information 
Center）」16）のホームページの情報を参考に、
ロシアとモンゴルのバイカル湖環境保全に向
けた活動について簡単にまとめた。
① 「バイカル湖の流域エコシステム環境資源
の総合的な管理プロジェクト」について
このプロジェクトは 2011年から 2015年

に国連開発計画（UNDP）及び地球環境ファ
シリティ（Global Environment Facility）の資
金援助で実施された。ロシア側ではロシア
の環境資源・エコ省、そしてモンゴル側は
自然環境・グリーン開発省が支援している。
このプロジェクトはロシアとモンゴルの協
力関係に基づき、バイカル湖の流域水のエ
コシステムの保護、両国間での越境水の管
理強化に向けた戦略的事業計画の作成・実
施に対する支援を目的としている。 
同プロジェクトは、水域のエコシステム、
生物多様性の保全と管理を強化するために
地方行政機関、民間団体、鉱業・観光分野
における水の流域管理計画、生物多様性保
全の活動を促進する様々な取組みを行って
いる。具体的には、バイカル湖の流域とフ
ブスグル湖（モンゴル）のエコシステムの
保護、汚濁負荷量の削減を可能にする環境
資源のマネジメントの強化を優先課題とし
ている。そのためプロジェクトの活動は、
以下の 3つの部分から構成されている。

1）戦略的政策と計画 
2） 水資源の包括的なマネジメントを実施
している組織の機能を強化する

3） 水質及び生物多様性の保護に関するベ
ストプラクティスを導入し、地下水の
管理と保護を促進する

② バイカル湖のインターネットインフォメー
ションセンター
「バイカル湖のインターネットインフォメー
ションセンター」はロシアとモンゴルにおけ
る水面状態、汚染管理、測定、両国の協力強化、
流域及びその他の環境情報、水質に関する
データベースの構築、交換を目的としてモン
ゴルで作られた。このインフォメーションセン
ターはバイカル湖とモンゴルのセレンゲ川、
フブスグル湖などの流域の環境資源の適切な
保護、正確かつ現実に合った意思決定の支援
と促進、豊かなエコシステムの保護及びその
持続可能な環境整備に関する各種データを収
集している。具体的には、インフォメーション
センターは次の活動を目的としている。
・ バイカル湖の流域の問題について市民
に公表と報告をする

・  「バイカル湖の流域の環境状況」に関す
る報告書（State of the environment report 
the lake Baikal basin）を 2年毎に発行する
・  バイカル湖の流域の河川の水質の測定
とモニタリングを行う
・ バイカル湖の流域のエコロジーアトラス
（ecological atlas）を作成し、更新する
・ バイカル湖の流域水のエコバランスに
ついて調査する
・  バイカル湖の流域水における汚染物質
の影響を明確にし、下流に住んでいる
住民、水使用者に対して脅威とリスク
について報告する
・  環境保護活動を行う「バイカル湖の流
域の友人」民間団体のネットワークを
支援する
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3　 ロシアとモンゴルの環境保護に関
する取り組み

ロシアとモンゴルは、政府間の協定及び国
際条約に基づいて、国境周辺の自然保護に関
する協力を行っている。両国は生物多様性の
保護推進、遺伝資源の持続可能な利用と適
切な配分を目的とする生物多様性国際条約
に加盟している。具体的には 1993年にモン
ゴル、1995年にロシアが加盟している。モン
ゴルは 2007年に遺伝子組み換え作物などの
輸出入時に輸出国側が輸出先の国に情報を
提供することを義務づけた国際協定、バイオ
セーフティーに関するカルタヘナ議定書に署
名している。両国は生物多様性の保護に関す
る政策を打ち出している。1996年にバイカ
ル湖が世界自然遺産に登録された。2004年
にオルホン川両岸に広がるオルホン渓谷が
ユネスコの世界遺産に登録された。その結
果、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関
する条約に基づき、顕著な価値を有するバイ
カル湖とオルホン渓谷を全人類のための世
界遺産として保護、保存するために両国は国
際的な協力を促進することになった。

1974年にセレンゲ川の流域の効果的な使
用、保護に関する協定に署名した。この協定
を通じて、ロシアとモンゴル間にエコロジー
の安全性、環境保護に関する協力が強化され
た。1988年に国境周辺の水資源の管理と協
力に関する協定に署名している。1995年に
両国の国境周辺の水資源の使用、保護に関す
る新たな協定に署名している。この新しい協
定に次の事業について定めている 17）。
・  環境に優しい方法に基づいた水資源の
使用、水質汚染の防止
・  河川の上流における hydrochemistry（水
理化学）及び水生生物学的変化に関す
る調査研究

・  氷が溶けた水に関する共同調査・研究、
アセスメント、計画
・ 水資源の共同モニタリング、汚染防止
・ 魚、その他の動物の生息環境の維持
・  河川流域の水資源の管理コンセプト・
理念の構築
・  水質汚染のモニタリングの過程及び共
同スタンダードの設定
・ 水資源管理事業に関する情報交換
・ 国境周辺の環境保護活動に対し資金的
援助を行う国際組織の誘致
・  それぞれの領土で国境周辺の水流域に
悪影響を与える要因の除去と防止

写真4　オルホン川
撮影：筆者 2018年 8月 30日

写真5　オルホン渓谷
撮影：筆者 2018年 8月 29日
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1）ロシアの環境保護に関連する法律
「バイカル湖のインターネットインフォ
メーションセンター」の「バイカル湖流
域の環境現状に関する報告書（State of the 
environment report the lake Baikal basin）」18）

に基づき、ロシアの環境保護に関する主な
法律の概要を瞥見して簡単にまとめた。
バイカル湖の保護に関する法律（1999、

2004、2006、2008、2011 年に改正）：
この法律はバイカル湖に直接関連のある
ロシアで唯一の法律である。バイカル湖の
地域における環境資源の有効な使用、保護
について定めている。次の 4つの部分から
構成されている。

1） バイカル湖の流域及び自然境界を明確
にし、自然保護地域を区分し、保護地
域外からの影響を緩和するための緩衝
地域（Buffer Zone）にする

2） バイカル湖の境界の保護ルール、自然
保護地域に対する影響要因を明確に
し、規制し、動植物の保護、森林及び
土地使用、リゾート、観光地の関連性
を強化する

3） バイカル湖及びバイカル湖の境界の生
態系に悪影響を与える外地域の境界を
設定する

4） バイカル湖の保護活動を調整し、バイ
カル湖の境界における資源の使用、保
護に関する問題を事前に明確にし、エ
コロジーに悪影響を与える企業の活動
に対する規制を強化し、生態系の評価
と分析に対する管理を行う

この法律でバイカル湖の保護に関する基本
方針及び保護に向けた取組みについて定めて
いる。同法律を実施するための取組みについ
て、いくつかの法律・規則を取り上げている。
例えば、ロシア政府の「環境資源の使用に関
する法律」（2001年）、「エコロジー地域の境
界確定法」（2006年）、「バイカル湖の水位調
整目標に合わせたイルクーツク水力発電所の
使用に関する規則」（2001年）、「水生動物及
び水生植物の健全な環境を整備するための取
組みに関する決定」（2002年）などがあげら
れる。具体的な活動として環境資源の使用規
制、高機能の生産技術、環境浄化技術に対す
る厳しい要件、保護活動の実施及び調査に必
要な資金の確保などについて定めている。
環境保護法（2002年）:生態学的な持続可

能性の維持、環境保護の視点から政治政策
の実施を調整し社会・経済開発を調和させ
るための基礎的な法律である。環境保護政
策、方法、メカニズムに関する基本概念を
定義し、生物多様性、植物、森林、地下水、
地表水の保護に関する全ての活動を調整す
る目的で制定されている。この法律はロシ
ア憲法や関連法令に基づき作成されている。
動物界に関する法律（2004年）:動物保護
活動の調整、生物多様性を育むための生育
環境の整備、維持を目的としている。ロシ
アの動物は国有財産である。「ロシアのレッ
ドブック」に記載されている絶滅が危惧さ
れている動植物の保護や連邦の自然保護地
区について定めている。
水に関する法律（2006年）：水域及び河川

写真6　オルホン川：ウラーン・ツタガラン滝
撮影：筆者 2018年 8月 29日
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敷地境界の保護を調整する。合流域や流域
を対象に水資源の適切な利用に対する管理
を行うべきとしている。例えば、バイカル
湖から流れ出る唯一の川であるアンガラ川
流域の一部分としてバイカル湖を位置づけ
ている。水資源の適切な利用に対する企業
の責任について定めている。
森林法（2007年）:森林回復、再生及び保
護に関する取組み、生物多様性の保全、エ
コロジー環境を考慮した森林の使用、回復、
再生、森林資源の質と効果を高め、環境を
改善する取組み、植林、害虫駆除、森林の
健全化について定めている。森林の使用、
保護、再生に関する取組みを森林・環境資源、
生態系（エコロジーシステム）と密接に関
連付けて実施することの重要性について取
り上げている。この法律は特に自然保護地
区、水保全地区に適用される。
水のバイオリソース（生物遺伝資源）の
保護と漁業に関する法律（2004年）：漁業分
野における水質のノルマ及び水環境に対す
る要件を設定し、調整することを目的とし
ている。また、希少種魚の保護、その他の
バイオリソースを保護、漁業保護地区につ
いて定めている。 
特別保護地区に関する法律（1995、2008
年に改正）：保護地区を所轄する組織の配置、
保護地区の区分、国及び地域の行政機関の
権限、具体的には、保護地区における生物
多様性の保護に関する行政機関及び関連機
関の業務範囲に定めている。

2）モンゴルの環境保護に関連する法律
1999年にモンゴル政府が「水」国家プロ

グラムを承認し、2000年に「水」国家委員
会を設置した。「水」国家プログラムの総括、
調整、管理、水政策の調整、実施状況に対
する監督が当該委員会の担当業務である。

「水」国家委員会は水資源の適切な利用の促
進、再生、保護、汚染防止、水の安全確保
を図った水政策の実施を強化し、関係省庁
の業務を調整する役割を果たしている。ま
た、自然環境・グリーン開発省の作成した「水
源保護に関する国家プログラム」の実施を
担当している。「水」国家委員会は 2012年
からモンゴル首相が所轄するようになった。

2010年に国会第 24号令により「水」国家
プログラムが承認されている 19）。このプロ
グラムは 2段階で実施されている。
○ 第 1段階である 2010年～ 2015年に、
モンゴルの地表水資源の 70％が作られ
ている上流地域の保護、森林及び植物
再生、森林・山火災の防止、害虫駆除
策、アルタイ、ハンガイ、ヘンティ山
脈における人工降雨装置の設置、水源
地の設定、保護ルールの策定と実施、
水源地の調査、 水質、再生、水源地に対
する悪影響を与える事業に対する規制、
泉・水源上流地域の保護（具体的には
全国レベルで 1年間に 140以上の泉の
保護・整備）を行うことになっている。
国境周辺の水保護については、隣国と
の情報交換、平等かつ互恵的な協力関
係の構築を行うと定めている。さらに、
全国レベルで水に関するデータベース
の機能を強化し、現代の技術を導入し、
水質、水使用状況、推移などについて
詳細に把握する環境を整備し、国際ス
タンダードに基づき、大きな河川の流
域における生態系のインデックスを設
定し、流域の現状や気候変化による影
響に関する観察・管理を強化すると定
めている。
○ 第 2段階である 2016年から 2021年に
「地表水のモニタリングのネットワーク
の拡大強化、バヤンホンゴル県、ドル
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ノド県における湖調査を行う研究所の
設置」「国内外のプロジェクトの一環と
して、また研究調査の目的で実施され
るボーリング孔を利用した地下水垂直
探査用の設備及び人材の確保、全国ネッ
トワークの強化」「モンゴルの地表水お
よび地下水のモニタリングおよび分析
に関するネットワークの改善」につい
て定めている。
以下にモンゴル国における全ての法律が
記載されているサイト「正式名 :法律情報総
合システム」20）の情報をもとに、環境保護
に関するモンゴル国の主な法律の概要を瞥
見して簡単にまとめた。
水に関する法律（2012年に改正）：水資源

及びその水域の保護、適切な使用、回復、再
生について定めている。2010年に国会で承
認された 「国家安全理念」第 3.5.1に「水分
野の構成、組織、監督メカニズムの改善、水
使用者の水保護及び責任追及体制の強化、水
の価値の評価、水資源の保護や開発に対する
融資メカニズムの明確化、公共投資による水
探査費の返済に関する法律の調整」第 3.5.1.5
に「水流域のマネジメントのシステムの導入、
当該流域におけるエコシステムの均衡を考
慮した使用可能な地表水及び地下水資源の
確定、水使用量の規制、水使用に関する平等
な権利」について定めている。「国家安全理念」
の上記の規定を実施するために、水に関する
法律が 2012年に改正されている。
特別保護地域に関する法律（1994年に制
定。これまで 9回改正）：珍しい環境を持つ
地域、貴重・希少な植物、動物が生息してい
る地域、歴史的名所や文化遺産のある地域、
美しい景色のある地域の維持、その変化の
プロセスの調査や保護を目的とする特別保
護地区の設定、特別保護地区の使用、その
景色維持、保護について定めている。国が

指定する保護地区を最重要保護地域、国立
公園、自然保護区などに分類している。
環境保護法（1995年に制定。14回改正）：

この法律の目的は、健康で安全な環境で生き
る人間の権利の確保、社会・経済開発と環
境バランスの調和、現代人及び次世代の利
害確保を目的とする環境保全、環境資源の
適切な利用、自然回復・再生に係る国と個人、
法人、組織間の関係を調整することにある。
土地、土壌、地下資源、水、植物、植物に
悪影響を与える要因の排除と大気汚染に対
する取組み、環境バランスの確保、モンゴ
ル国籍者が所有している以外の土地、地下、
森林、水、動物、植物、環境、天然資源が
国の所有財産であると定めている。
森林法（2007、2012年に改正）：森林保護、
回復、再生、植林、使用、森林火災の防止
に関する関係を調整している。森林源の一
定部分を森林組合及び法人に契約で所有、
保護、使用させる場合の手続きについて定
めている。保護地区内の森林における道路・
橋の建設、水、電力、通信回線の設置や、
火災防止用の砂利ゾーン、森林の健全な成
長を促進するための森林整備・ケア、手入れ、
森林資源の使用以外の活動を禁止している。
鉱物資源法（1997年）：水、石油、天然ガス、
放射性鉱物、広く分布している鉱物資源以
外の種類の鉱物資源の探査、使用、探査地、
鉱床周辺環境の保護、モンゴル国法令に基
づき設立され、事業を行っている法人、モン
ゴルで税金を払っている法人に対する鉱物
資源の探査及び開発・使用に関する特別許
可について定めている。
河川の上流及び水源地、保護地域、森林

源流域における鉱物資源の探査・使用禁止法
（2009年）：戦略的鉱床以外の地域における
河川の上流や水源地のある保護地区、森林源
流域で鉱物資源の探査、使用の禁止、当該地
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域における自然環境の回復・再生について定
めている。

モンゴルでは上記の法律以外に、水質汚
染、水・気象分析、ゴミ・廃棄物、都市部
における水供給、浄水に関する 8つの法律
が制定されている。これらの法律を実施す
るために約 40の規則が作られている。以上
の法律の内容からみると、環境・観光省が
水資源及びエコロジーに関する問題、建設
都市開発省が都市部における水供給及び浄
水に関する問題、牧草地、食糧・農牧業・
軽工業省が灌漑農業に関する問題、厚生省
が水質及び健康問題に関する問題をそれぞ
れ担当しているといえる。これらの法律や
関連規則の実施を強化し、不正摘発を行う
機関（国家専門検査庁 The State Specialized 
Inspection）が作られている。

4　おわりに

筆者はモンゴルの環境と水資源をテーマ
として研究を行ってきた。特に、モンゴル
の水資源の 60%が隣国に流れている。その
中の一部がセレンゲ川を通じてバイカル湖
へと注いでいる。近年バイカル湖が環境問
題でマスコミにおいて報道されている。今
回は短期間の調査でバイカル湖そのものの
存在や雄大さ、自然資源環境の豊富さ、環
境問題の一部を調査した次第である。
バイカルという言葉はモンゴル語の「自
然」という言葉と発音がほぼ似ている。近
年はバイカル湖が人気の観光スポットでロ
シア国内やヨーロッパの国々の観光客も多
いと聞く。湖上には遊覧船やホバークラフ
トで湖上を周遊できる。筆者も遊覧船でバ
イカル湖の一部を周遊し、湖上から沿岸の
大自然の豊富さの光景を眺め、また、湖上

から水に触れるなど、透明度の高い湖だけ
に水は澄み切っており、自然豊かなバイカ
ル湖の感触を得た次第である。
また、近年、モンゴル人の間では、バイ
カル湖の観光が流行している。ウランバー
トルからイルクーツクとウラン・ウデに飛
行機で行って、さらに車で行く。あるいは、
陸地を大型バスで 1日かけてバイカル湖に
行く行程もある。
調査中にウランバートルからバイカル湖
観光に訪れたモンゴル人を数多く見かけた。
キャンプ地では食事、カラオケ等で楽しん
でいる光景を目にした。
バイカル湖を巡る環境が変化し観光客の
増加や周辺の工場からの廃水、下水などの
環境問題が懸念されている。今回のバイカ
ル湖調査は短期間であったがバイカル湖に
ついて幾つかの諸問題を見知することがで
き、今後のバイカル湖の環境問題研究の指
針になった。
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on Environmental Protection Activities-
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Abstract 
For the Lake Baikal, the Russian Federation and Mongolia are jointly working 

on conservation of the natural environment.  
Serenge River flows from Mongolia and runs over Lake Baikal.  Lake Baikal 

is a vast natural environment with an ecosystem relatively unaffected by human 
activities.  However, in recent years, environmental pollution has been progressing 
in Lake Baikal, and, it is reported in some media, that there are problems with 
excessive prosperity of spirogyra, pollution by paper pulp mills, excessive illegal 
dumping of garbage by tourists, waste water treatment problems, etc.   Maintaining 
and protecting the natural environment of ecosystem in Serenge River Basin in 
Mongolia is an important issue not only for Mongolia but also for Russia.

In view of the above mentioned environmental problems, some of the efforts of 
Mongolia and Russia to protect the environment, as well as laws and regulations 
related to environmental protection in Russia and Mongolia, are introduced in the 
paper.  The survey is intended to confi rm the current state of Lake Baikal from the 
perspectives of environmental sociology and environmental policy, and also to be 
of help to the study of future water and other environmental issues in Lake Baikal.  
So, this is simply a preliminary study note, not a research paper.
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